
個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルの名称 給水台帳

 実施機関の名称 町長部局

 個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

上下水道課　上水道室

 個人情報ファイルの利用目的 適切な水道事業の運営するため、給水装置を設置した場

所などを記録して管理する。

 記録項目 氏名、住所、電話番号、物件情報

 記録範囲 吉岡町上水道の本管に給水装置を接続している者また

は法人

 記録情報の収集方法 申請

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

含まない

 記録情報の経常的提供先

 開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

吉岡町役場上下水道課上水道室 

〒370－3692　群馬県北群馬郡吉岡町下野田560

 訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

☑法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル）  政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

募集しない

 行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

－

 備考



個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルの名称 上下水料金調定システム

 実施機関の名称 町長部局

 個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

上下水道課　上水道室

 個人情報ファイルの利用目的 適切な水道事業の運営のため、料金管理、検針、収納、

未収管理など上下水道料金を統合管理する。

 記録項目 氏名、住所、電話番号、取引状況、口座番号等、

 記録範囲 給水装置を所有又は使用している個人若しくは法人

 記録情報の収集方法 届出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

含まない

 記録情報の経常的提供先

 開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

吉岡町役場上下水道課上水道室 

〒370－3692　群馬県北群馬郡吉岡町下野田560

 訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル）  政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

募集しない

 行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

－

 備考



個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルの名称 公営企業会計システム

 実施機関の名称 町長部局

 個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

上下水道課　上水道室

 個人情報ファイルの利用目的 適切な水道事業の運営のため、経理処理の円滑化と固定

資産・起債データ等の確実な管理及び有効活用を図るこ

とで、会計事務の効率化に資する。

 記録項目 氏名、住所、電話番号、取引状況、口座番号等、

 記録範囲 水道事業において取引のある法人または個人

 記録情報の収集方法 届出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

含まない

 記録情報の経常的提供先

 開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

吉岡町役場上下水道課上水道室 

〒370－3692　群馬県北群馬郡吉岡町下野田560

 訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル）  政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

募集しない

 行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

－

 備考



個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルの名称 管路管理システム

 実施機関の名称 町長部局

 個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

上下水道課　上水道室

 個人情報ファイルの利用目的 適切な水道事業の運営するため、配水管の布設位置や給

水装置を設置した場所などを記録して管理する。

 記録項目 氏名、住所

 記録範囲 給水装置を使用している個人又は法人

 記録情報の収集方法 届出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

含まない

 記録情報の経常的提供先

 開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

吉岡町役場上下水道課上水道室 

〒370－3692　群馬県北群馬郡吉岡町下野田560

 訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル）  政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

募集しない

 行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

－

 備考



個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルの名称 受益者負担金システム

 実施機関の名称 町長部局

 個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

上下水道課　下水道室

 個人情報ファイルの利用目的 適切な下水道事業の運営をするため、下水道事業者受益

者負担金の賦課徴収状況及び徴収猶予状況について、管

理する。

 記録項目 氏名、住所、物件情報

 記録範囲 吉岡町内の公共下水道事業区域における土地所有者。

 記録情報の収集方法 申請届出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

含まない

 記録情報の経常的提供先

 開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

吉岡町役場上下水道課下水道室 

〒370－3692　群馬県北群馬郡吉岡町下野田560

 訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル）  政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

募集しない

 行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

－

 備考



個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルの名称 上下水道料金調定システム

 実施機関の名称 町長部局

 個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

上下水道課　下水道室

 個人情報ファイルの利用目的 適切な下水道事業を運営をするため、料金管理、検針、

収納、未収管理など上下水道料金を統合管理する。

 記録項目 氏名、住所、電話番号、口座番号等

 記録範囲 下水道を使用している個人、または法人。排水設備工事、

完了検査の合格を持って、下水道料金を賦課決定する。

 記録情報の収集方法 申請届出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

含まない

 記録情報の経常的提供先

 開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

吉岡町役場上下水道課下水道室 

〒370－3692　群馬県北群馬郡吉岡町下野田560

 訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル）  政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨

募集しない

 行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間

－

 備考


